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保険、福祉

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
な
く
、
確

実
に
納
付
し
て
い
た
だ
け
る
人
で
あ

れ
ば
、
保
険
料
の
支
払
い
を
年
金
天

引
き
か
ら
口
座
振
替
に
変
更
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
申

請
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
次
の
窓
口
へ

▼
国
民
健
康
保
険
料
は

税
務
課(

7
X
６
５
０
８)

へ
。

▼
長
寿
医
療
保
険
料
は

保
険
医
療
課(

7
X
６
５
２
７)

へ
。

保
険
料
の
納
付
方
法
が
変
え
ら
れ
ま
す

―

年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
へ
―

＊
１
月
末
日
ま
で
に
手
続
き
が
完
了
し
た
人
は
、
４
月
分
の
支
払
い
か
ら

変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

重度の身体・知的しょうがいのある人に

紙おむつ等を支給
平成21年１月１日時点で次の要件をすべて満

たし、かつ前１年間に６か月以上在宅で生活した
人に、紙おむつ・おむつカバー(５万４千円相当
分)を現物で支給します。
１、２級の身体障害者手帳(肢体不自由)または、
重度(A１、A２)の療育手帳の交付を受けてい
る人
満３歳以上65歳未満の人
しょうがいにより常時おむつが必要で、現に使
用している人
平成19年分の所得税が非課税世帯の人
＊施設に入所されている人や、日常生活用具給
付等事業で、紙おむつの交付を受けている人
は除きます。

【受付期間】１月５日(月)～30日(金)※土日祝除く
【持 ち 物】身体障害者手帳または療育手帳と印鑑

お問合せは、福祉課(7X６５１８)、浅井支所
市民福祉課(7a４３５２)、びわ支所市民福祉
課(7_５２５３)へ。

20歳がスタート！
「国民年金」
国民年金はすべての公的
年金の基礎となるもので、
日本国内に住所のある20歳から60歳までのす
べての方は、国民年金に加入することが法律で
義務づけられています。学生の方も加入しなけ
ればなりません。
公的年金制度は、現役世代が高齢世代を支え、
今の現役世代が高齢世代になったときには次の
世代が支えるという「世代と世代の支えあい
(相互扶助)」のしくみで成り立っています。
20歳を迎えられるこの機会にしっかりと人

生計画を立て、自分自身の将来のために国民年
金に加入し、保険料を納めてください。
20歳を迎えられるすべての方を対象として、

20歳の誕生月の前月に「国民年金被保険者調
査・資格取得届」（はがき）をお送りしていま
す。必要事項を記入のうえ社会保険事務所まで
返送してください。

寝
た
き
り
等
の
高
齢
者
の
み
な
さ

ん
に
気
持
ち
よ
く
過
ご
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
、
次
の
助
成
と
サ
ー
ビ

ス
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

○
紙
お
む
つ
代
な
ど
の
助
成

紙
お
む
つ
・
お
む
つ
カ
バ
ー
と
引

換
が
で
き
る
助
成
券(

２
万
７
千
円

分)

を
交
付

○
理
美
容
サ
ー
ビ
ス

理
美
容
店
が
ご
家
庭
を
訪
問
し
、

理
美
容
サ
ー
ビ
ス
を
実
施

【
対
象
】

平
成
20
年
７
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
の
う
ち
３
か
月
以
上
在
宅
で

生
活
し
て
い
た
所
得
税
非
課
税
所
帯

の
人
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人

▼
平
成
20
年
７
月
１
日
時
点
で
、
介

護
保
険
法
に
よ
る
要
介
護
４
、
５

の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
（
た
だ

し
、
紙
お
む
つ
代
の
助
成
は
要
介

護
３
を
含
む
）

▼
平
成
12
年
３
月
末
ま
で
高
齢
者
介

護
激
励
金
の
対
象
で
あ
っ
た
人

▼
特
別
し
ょ
う
が
い
者
手
当
受
給
者

▼
福
祉
手
当
受
給
者

【
受
付
期
間
】

１
月
５
日(

月)

〜
30
日(

金)

※
土
日
祝
除
く

お問合せは、彦根社会保険事務所国民年金
業務課(7０７４９－２３－１１１４)へ。

転倒して大腿骨頚
だいたいこつけい

部
ぶ

（大腿のつけねの部分）を
骨折される人が増えています。昨年は、110人程
度＊平均年齢82歳の方が、当院で手術を受けられました。
当院では、怪我をされてから２日以内に手術を行

うことを目標とし、手術翌日から歩行練習を始め
ていますが、患者さんは結果として日常生活動作
が大きく制限されることになります。
骨折も予防することが大切です。一つは転倒を

予防すること。もう一つは骨粗鬆症の予防です。
当院では、昨年11月から、リハビリテーション科
（嶋靖子部長）が独立し、転倒予防も含め様々な
運動療法が行えるようになりつつあります。また、
転倒して骨折した人のわずか10％しか骨粗鬆症の
治療を受けていなかったことを受けて、昨年発足
した骨粗鬆外来（江藤勤司医師）も毎週水曜日に
続けております。実際、最近の骨粗鬆症薬の進歩
は目覚ましく、週１回の服用で、ほとんどの人が
骨の量が増加してきています。今年には、ひと月
に一回飲めば十分と言った薬も出現しそうです。
でも油断は禁物。これからの季節、足元には十分
にお気をつけください。

市立長浜病院
整形外科

杉
すぎ

本
もと

正
まさ

幸
ゆき

先生

「75歳以上のみなさんへ」

本来、救急病院は、救
急患者さんのためのもの
で、休日や夜間などに発
症したケガ、急激に病気
の症状が悪化した場合に
ご利用いただくもので
す。しかし、近ごろは
「体調のちょっとした変
化」や「混雑しないから」と、休日や夜間に「コン
ビニ感覚」で救急病院を利用される方が増えてきま
した。
現在、休日・夜間の小児救急診療は、市立長浜病

院と長浜赤十字病院が当番制で行っていまが、小児
科医に過重な負担がかかっている状況です。小児救
急医療体制を維持していくためにも、適正な利用を
お願いします。
今回は、お子さんの体調が変化した場合の悩みを、
少しでも解消していただくために、市立長浜病院小
児科の橋本和幸先生にその対処法を伺いました。

休日や夜間、急にお子さんの具合が悪くなると心
配になり、病院に連れて行くべきか、家で休ませる
かを迷われると思います。そこで、よく見られる症
状別に対処のポイントをお話させていただきます。

発熱(はつねつ) こどもの急な発熱にはびっくりさ
れることも多いでしょう。ただし、熱が出てすぐに病
院にかけこまないと手遅れになるようなケースは非常
にまれです。熱があってもわりあい元気にされている
場合は、一晩ゆっくり寝かせて様子を見てもよいかと
思います。解熱剤の予備をお持ちの方は、状況に応じ
て使用してもよいでしょう。３か月未満の赤ちゃんの
発熱、高熱に嘔吐を伴う場合、咳が激しく苦しそうに
している時、けいれんを起こしている、意識がはっき
りしない、顔色が青いとき等は受診をおすすめします。

嘔吐(おうと) 「吐く」ということに対し、過剰に驚
かないでください。吐く原因の多くは胃腸炎です。典型
的な胃腸炎は、数回吐いた後自然におさまります。この
場合は、食事をとるのをやめ、イオン飲料水やお茶など
を、すする程度にこまめに補給してください。吐くこと
が重大な病気の徴候であるということがないわけではあ
りませんが、「たいてい大丈夫だろう」くらいのゆった
りとした気持ちで様子をみるようにしましょう。

下痢(げり) 「便がゆるい」ということで病院に来
られる場合の大半は、心配のいらないことが多いです。
元気で機嫌よく過ごしているようなら様子を見てくだ
さい。どんどんひどくなる、体重減少がある、便に血
が混じる、ぐったりしている、尿の回数が著しく減っ
てきた時は受診をおすすめします。

咳(せき) ときどき咳こむけど、元気で食事も睡眠
も良好といった場合は自宅で様子を見ましょう。あま
りにひどくて睡眠が妨げられる、息苦しさを伴う、ヒ
ューヒュー・ゼーゼーしている、食べたものをみな吐
いてしまうような場合は受診をおすすめします。

“こどもが急病”のときの対処法
－休日・夜間に救急受診　その前に・・・－

国
民
健
康
保
険
料

長
寿
医
療
保
険
料

(

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料)

お
問
合
せ
は
、
高
齢
福
祉
介
護
課

(

7
X
７
７
８
９)

、
浅
井
支
所
市
民

福
祉
課(

7
a
４
３
５
２)

、
び
わ
支

所
市
民
福
祉
課(

7
_
５
２
５
３)

へ
。

寝
た
き
り
等
の
高
齢
者
の
み
な
さ
ん
へ

紙
お
む
つ
代
等
の
助
成

と
理
美
容
サ
ー
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ス
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▼
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▼

小児救急電話相談
休日の夜間に、お子さんのケガ

や病気で、病院に行った方がよい
か迷われたときはご連絡ください。
小児科医師がアドバイスします。

▼ ＃8000 ＊一般電話プッシュ回線、携帯電話などから

077-524-7856 ＊一般電話ダイヤル回線などから

【相談日時】土・日・祝日および年末年始
18時～23時


